
臨時福祉給付金（経済対策分）の実施について 

１．制度の概要 

①名称     品川区臨時福祉給付金（経済対策分） 

②支給額    15,000 円 

③支給要件   平成 28 年 1 月 1 日に品川区に住民登録がある方 かつ 

        平成 28 年度の住民税が非課税の方 

         ただし、課税者の被扶養者・生活保護受給者等を除く 

④支給対象者  約 51,000 人 

２．申請期間  

平成 29 年 3 月 13 日（月）～平成 29 年 9 月 15 日（金）消印有効 

３．主なスケジュール  

2 月 1 日 区ホームページ、統合ポスター掲載 

2月 1 1日 広報しながわ（事務センター開設）掲載 

3月1日 臨時福祉給付金事務センター開設 ※英語、中国語、韓国語にも対応  

中小企業センター4階 3787-8351 

広報しながわ（給付金概要）掲載 

3 月 13 日 申請書送付ならびに受付開始 

3 月 21 日 広報しながわ（給付金受付中）掲載 

9 月 15 日 受付終了 

４．臨時福祉給付金の実績（2/3 現在） 

①申請書発送数  52,143 件 

②申請書受付数  36,050 件 

③申請率     69.14％ 

④支給数     35,773 人 

⑤申請期間    平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日（消印有効） 
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